
的
に
実
施
し
ま
す
。

【
内
容
】ホ
ー
ム
ス
テ
イ
･
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
･

文
化
交
流
･
学
校
体
験
･
英
語
研
修
･

地
域
見
学
･
野
外
活
動
な
ど

【
派
遣
先
】

米
国
･
英
国
･
豪
州
･
カ
ナ
ダ
･
ニュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
･
カ
ン
ボ
ジ
ア
･
フ
ィ
ジ
ー

【
日
程
】3
月
24
日（
日
）〜
4
月
5
日

（
金
）9
〜
12
日
間

【
対
象
】小
学
3
年
〜
高
校
3
年

【
締
切
】2
月
4
日（
月
）

【
問
合
せ
】（
財
）国
際
青
少
年
研
修
協
会

☎
0
3
・
6
4
5
9
・
4
6
6
1

http://w
w
w
.kskk.or.jp

　
心
よ
り
、感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

○
與
那
嶺
秋
子
様（
字
嘉
手
苅
）よ
り
、

町
人
材
育
成
会
に
10
万
円
の
寄
附
が

あ
り
ま
し
た
。

日（
水
）

【
募
集
人
数
】

南
灯
寮（
男
子
寮
･
東
京
）26
名
程
度

沖
英
寮（
女
子
寮
･
東
京
）13
名
程
度

大
坂
寮（
男
子
寮
･
大
阪
）11
名
程
度

【
問
合
せ
】（
財
）沖
縄
県
国
際
交
流
･
人

材
育
成
財
団
　
総
務
課

☎
9
4
2
・
9
2
1
2

http://w
w
w
.oihf.or.jp/

　
沖
縄
県
の
地
域
振
興
及
び
文
化
の
高

揚
に
寄
与
す
る
調
査
研
究
の
研
究
費
の

一
部
を
助
成
し
ま
す
。

【
対
象
機
関
】県
内
に
主
た
る
事
業
所
を

有
し
、研
究
実
績
が
あ
る
法
人
ま
た
は

団
体

【
研
究
課
題
】

1
総
合
的
、学
術
的
及
び
実
践
的
な
方

法
で
行
わ
れ
る
政
策
提
案
型
研
究
と

す
る
。

2
研
究
課
題
の
指
定
は
特
に
な
し

3
次
の
よ
う
な
研
究
は
対
象
外

基
礎
的
な
研
究

他
の
機
関
の
委
託
に
よ
る
研
究

協
会
以
外
で
費
用
調
達
が
可
能
な
研
究

【
研
究
期
間
】平
成
25
年
4
月
1
日
か
ら

11
ヶ
月
以
内
に
研
究
が
完
了
す
る
も
の

【
助
成
金
額
】助
成
率
90
％
以
内
と
し
、最

【
試
験
日
】3
月
10
日（
日
）

【
試
験
の
種
類
】甲
種（
特
類
、第
1
類
〜

第
5
類
）、乙
種（
第
1
類
〜
第
7
類
）

【
試
験
会
場
】沖
縄
国
際
大
学
ほ
か

【
願
書
配
布
先
】各
消
防
本
部
、（
財
）消

防
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー
ほ
か

【
提
出
先
】、（
財
）消
防
試
験
研
修
セ
ン

タ
ー
へ
郵
送
ま
た
は
直
接
持
参

※
電
子
申
請
が
可
能
。詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
願
書
受
付
期
間
】2
月
4
日（
月
）〜
2

月
12
日（
火
）

【
問
合
せ
】、（
財
）消
防
試
験
研
修
セ
ン

タ
ー
沖
縄
県
支
部
☎
9
4
1
・
5
2
0
1

http://w
w
w
.shoubo-shiken.or.jp/

　
県
の
振
興
発
展
を
担
う
人
材
の
育
成

を
図
る
た
め
、県
外
学
生
寮
へ
の
入
寮
希

望
者
を
募
集
し
ま
す
。

【
対
象
】県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
の
子

弟
で
、県
外
大
学（
専
門
学
校
等
を
含
む
）

に
在
学
ま
た
は
入
学
を
予
定
し
て
い
る
者
。

※
詳
細
は
募
集
要
項
ま
た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
募
集
期
間
】1
月
7
日（
月
）〜
1
月
23

【
職
種
区
分
及
び
職
務
内
容
】

【
採
用
期
間
】採
用
後
１
年
以
内

【
学
歴
要
件
等
】児
童
福
祉
司
任
用
資
格

要
件
所
持
者
も
し
く
は
児
童
福
祉
に
関

す
る
経
験
及
び
知
識
を
有
す
る
者
。

【
受
付
時
間
】9
：
00
〜
17
：
15（
土
日
、

祝
日
を
除
く
）

【
提
出
書
類
】自
筆
履
歴
書
１
通（
写
真

貼
付
）に
児
童
福
祉
司
任
用
資
格
要
件
を

満
た
す
書
類（
卒
業
証
明
書
､
成
績
証

明
書
な
ど
）を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
申
込
み
】総
務
部
総
務
課
。

※
そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、総
務
部
総
務

課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】総
務
部
総
務
課

☎
9
4
5
・
5
0
1
1（
職
員
係
）

【
日
時
】1
月
4
日（
金
）

（
企
業
・
関
係
者
）15
：
00
〜
16
：
30

（
町
民
・
関
係
団
体
）18
：
00
〜
19
：
30

【
場
所
】エ
リ
ス
リ
ー
ナ
西
原
ヒ
ル
ズ
ガ
ー
デ
ン

【
会
費
】2
千
円

【
共
催
団
体
】西
原
町
・
町
商
工
会
・
町
行

政
区
自
治
会
長
会
・
町
社
会
福
祉
協
議
会

【
問
合
せ
】総
務
部
総
務
課

☎
9
4
5
・
5
0
1
1

　
西
原
町
の
公
共
工
事
及
び
委
託
業
務

等
に
入
札
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、入
札

参
加
資
格
審
査
を
受
け
、名
簿
に
登
録
さ

れ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。左
記
の
内
容
で

受
付
を
行
い
ま
す
の
で
、申
請
書
の
提
出

を
お
願
い
し
ま
す
。

【
受
付
期
間
】2
月
1
日（
金
）〜
2
月
28

日（
木
）（
土
日
、祝
日
を
除
く
）

9
：
00
、11
：
00
、13
：
30
〜
16
：
00

（
受
付
時
間
に
入
室
し
た
者
ま
で
）

【
受
付
場
所
】西
原
町
役
場
本
庁
舎
2
階

第
2
会
議
室

【
要
領
配
布
先
】建
設
部
土
木
課 

庶
務
係

（
第
3
庁
舎
2
階
）

※
提
出
要
領
は
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
期
間
後
半
は
混
み
合
い
ま
す
の
で
、早

め
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
合
せ
】建
設
部
土
木
課

☎
9
4
5
・
4
4
1
5

　
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
は
、

毎
年
1
月
1
日
現
在
で
、申
請
に
基
づ
き

作
成
さ
れ
ま
す
。名
簿
に
登
載
も
れ
に
な

る
と
、投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

【
申
請
期
限
】1
月
10
日（
木
）

【
申
請
場
所
】西
原
町
農
業
委
員
会
事

務
局

【
登
録
要
件
】平
成
5
年
4
月
1
日
ま
で

に
生
ま
れ
、平
成
25
年
1
月
1
日
現
在
、

西
原
町
に
住
所
を
有
す
る
方
で
、次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

◎
10
ア
ー
ル（
約
3
0
3
坪
）以
上
の
農
地

を
耕
作
し
て
い
る
方

◎
右
記
の
耕
作
し
て
い
る
方
の
同
居
の
親

族
・
配
偶
者
で
、年
間
お
お
む
ね
60
日
以

上
耕
作
に
従
事
し
て
い
る
方

◎
10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
を
耕
作
す
る
農

業
生
産
法
人
の
組
合
員
、社
員
又
は
株

主
で
、年
間
お
お
む
ね
60
日
以
上
耕
作

に
従
事
し
て
い
る
方

※
ヤ
ミ
小
作
は
、耕
作
面
積
に
入
り
ま
せ
ん
。

【
問
合
せ
】町
農
業
委
員
会
事
務
局

☎
9
4
5
・
5
2
8
1

町
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

☎
9
4
5
・
5
0
1
1

　
重
要
文
化
財
講
座「
首
里
城
京
の
内

跡
出
土
品
展
」

【
開
催
期
間
】5
月
5
日（
日
）ま
で

【
時
間
】9
：
00
〜
17
：
00

【
場
所
】県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
企
画

展
示
室

（
1
月
下
旬
か
ら
2
月
初
旬
の
間
に
展
示

替
え
を
予
定
し
て
い
ま
す
。）

○
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

【
日
時
】2
月
17
日（
日
）、3
月
17
日（
日
）、

4
月
21
日（
日
）

﹇
午
前
の
部
﹈10
：
30

﹇
午
後
の
部
﹈15
：
00

【
予
約
】不
要（
先
着
30
名
）

　
第
54
回
文
化
講
座「
中
国
産
陶
磁
器

の
生
産
･
流
通
･
消
費
」

【
日
時
】1
月
26
日（
土
）13
：
00
開
場
、

13
：
30
開
演

【
場
所
】

県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
研
修
室

【
講
師
】

金
沢
陽（
出
光
美
術
館
）、

小
林
仁（
大
阪
氏
東
洋
陶
磁
美
術
館
）、

新
垣
力（
県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
）

【
予
約
】不
要（
先
着
1
4
0
名
）

【
問
合
せ
】県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

☎
8
3
5
・
8
7
5
1

　
賃
金
は
最
低
賃
金
額
以
上
に
な
っ
て
い

ま
す
か
？
最
低
賃
金
に
は
、「
地
域
別
最

低
賃
金
」と「
特
定（
産
業
別
）最
低
賃

金
」が
あ
り
ま
す
。

◎
沖
縄
県
地
域
別
最
低
賃
金

【
時
間
額
】6
5
3
円

◎
特
定（
産
業
別
）最
低
賃
金

○
こ
の
最
低
賃
金
は
、沖
縄
県
内
で
事
業

を
営
む
使
用
者
及
び
そ
の
事
業
場
で

働
く
す
べ
て
の
労
働
者（
臨
時
、パ
ー
ト

タ
イ
マ
ー
、ア
ル
バ
イ
ト
等
を
含
む
）に
適

用
さ
れ
ま
す
。

○
最
低
賃
金
に
は
、精
皆
勤
手
当
、通
勤

手
当
、家
族
手
当
、臨
時
に
支
払
わ
れ

る
賃
金
及
び
時
間
外
等
割
増
賃
金
は

算
入
さ
れ
ま
せ
ん
。

○
最
低
賃
金
額
以
上
の
賃
金
を
支
払
わ

な
い
場
合
は
、最
低
賃
金
法
違
反
と
し

て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

【
問
合
せ
】沖
縄
労
働
局
賃
金
室

☎
8
6
8
・
3
4
2
1

ま
た
は
最
寄
り
の
労
働
基
準
監
督
署
へ

平
成
25
年
西
原
町
新
春
の
つ
ど
い

消
防
設
備
士
試
験
の
ご
案
内

愛
の
贈
り
物

地
域
振
興
研
究
助
成
事
業
に
つ
い
て

平
成
25
･
26
年
度
入
札
参
加
資
格
審
査

申
請
書
･
受
付
に
つ
い
て

（
建
設
工
事
・
測
量
及
び
建
設
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
等
業
務
）

農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
登
載

申
請
に
つ
い
て

県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
主
催
、

企
画
展
＆
文
化
講
座
の
ご
案
内

必
ず
チ
ェ
ッ
ク
最
低
賃
金
。使
用
者
も
、

労
働
者
も
。

平
成
25
年
度
西
原
町
嘱
託
員
採
用
予

定
候
補
者
名
簿
登
載
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
で
ー
び
る

お
知
ら
せ
で
ー
び
る

お
知
ら
せ
で
ー
び
る
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高
限
度
額
2
0
0
万
円
。

【
助
成
件
数
】県
内
で
2
件
程
度（
審
査
で

選
定
）

【
応
募
期
間
】1
月
5
日（
金
）〜
2
月
8

日（
金
）

【
応
募
・
問
合
せ
】（
社
）沖
縄
対
米
請
求
権

事
業
協
会
☎
8
6
2
・
9
3
9
0

http://w
w
w
.taibei.jp/

　
琉
球
大
学
で
日
本
語
を
学
ん
で
い
る
留

学
生
に
よ
る
日
本
語
ス
ピ
ー
チ
大
会
で
す
。

【
日
時
】

（
初
中
級
ク
ラ
ス
）1
月
24
日（
木
）13
：

30
〜
16
：
00

（
中
上
級
ク
ラ
ス
）1
月
25
日（
金
）9
：

30
〜
16
：
00

【
場
所
】

琉
球
大
学
大
学
会
館
3
階
大
ホ
ー
ル

【
入
場
料
】無
料

【
問
合
せ
】

琉
球
大
学
学
術
国
際
部
　
国
際
課

☎
8
9
5
・
8
0
9
5

　
国
際
交
流
を
通
じ
て
お
互
い
の
理
解
や

交
流
を
深
め
、国
際
性
を
養
う
こ
と
を
目

西原町公式ホームページ　http://www.town.nishihara.okinawa.jp

「
小
学
生
〜
高
校
生
の
国
際
交
流
」

平
成
24
年
度
春
休
み
海
外
派
遣
事
業

参
加
者
募
集

第
24
回
琉
球
大
学
日
本
語
ス
ピ
ー
チ

大
会
の
ご
案
内

平
成
25
年
度
　
県
外
学
生
寮
の
募
集
に
つ

い
て●町内相談機関●

総合相談 日常生活の
あらゆる相談

時間／午前10時～午後４時
　　　（正午～午後1時を除く）
月／福祉相談　宮良律子
火／一般お悩み相談　諸見里美和
水／法律相談 （午後１時～４時）
　　垣花豊順 （弁護士）
木／消費生活相談　大城恵美
金／こども悩み相談　金城功恵
第１金／ひきこもり相談　サポートステーション那覇
問合せ／西原町社会福祉センター内
総合相談所　☎835-8822　☎945-3651
※予約優先

教育相談 不登校生徒及び保護
者への支援、助言

月～金　午前8時30分～午後5時15分
 （正午～午後1時を除く）
相談員／与那嶺 力、屋比久 薫、佐久川弥生
問合せ／教育委員会相談室　☎944-3603

行政相談 行政に対しての
苦情や要望

行政相談委員／平良ヨシ江
　　　　　　　大城　恵子
基本は随時、但し、第4火曜は巡回相談：
午前10時～午後4時（正午～午後1時を除く）
問合せ／総務部企画財政課　☎945-5340

人権相談 人権に関する
相談

随時　相談員／安里政雄、知花 正、
　　　　　　　當眞信子、仲宗根好美
問合せ／総務部総務課　☎945-5011
※要電話受付

法律相談 弁護士による
法律に関する相談

第３火曜日 午後2時～５時半
相談員／永吉盛元
問合せ／総務部総務課　☎945-5011
※要事前予約

精神障害者相談 精神的悩み
の相談

月火木金：午前９～12時、午後２～6時
水  ・  土：午前９～12時
医師／城間政州
問合せ／城間医院　☎945-4551

地域包括支援センター 高齢者に
関する相談

随時　相談員／玉城、与那嶺、新垣
問合せ／西原敬愛園内　☎882-0117

窓口相談 何でも相談

第１・第３火曜日（祝日の場合は翌週）
午前10時～午後４時（正午～午後１時を除く）
相談員　上木律子
問合せ／総務部企画財政課　☎945-5340

No.491 H25.1.1

児
童
相
談
業
務
他
関
係
機
関
と

の
連
絡
調
整

業
務
内
容

職
　
　
種

清涼飲料・
酒類製造業
糖類製造業
畜産食料品
製造業
自動車
（新車）小売業
各種商品
小売業
新聞業

業　種 時間額

６８０円

６８６円

６７７円

６８１円

６７６円

７５９円

要
保
護
児
童
対
策
業
務
嘱
託
員

　　

〈相談内容〉
不動産登記、 会社設立・登記、 分筆、 裁判手続
相続、遺言、後見人、借金問題 などの法律相談

℡ 882－8177　70120－36－7930　営業時間 平日AM9：00～PM6：00　
代表司法書士　喜 屋 武　  力

完全個室の相談ブース完備。
お気軽にご相談ください。（要予約）
※借金問題は初回相談無料です

きゃん事務所

相 続　遺 言　後 見 人　借 金 など
司 法 書 士 に
ご相談ください

与那原町字東浜23番地 2


